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令和８年１月１４日

保護者 様

東金市立北中学校

校長 久我 和廣

（公印省略）

学校における合理的配慮の提供に係る申出について

寒中の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げ

ます。日頃から、本校の教育活動にご支援ご協力をいただきありがとうございます。

さて、平成２８年４月１日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（障害者差別解消法）が施行され、公立学校においても、障害を理由とする不当な差

別的扱いが禁止されるとともに、合理的配慮の提供が義務となっております。

つきましては、学校に合理的配慮の提供を求める場合には、別紙「（保護者資料）

合理的配慮の提供について」を参照の上、<きりとり>以下の「学校における合理的配

慮の提供に係わる具体的な内容の申出」に記入し、小学校（学級担任）に提出してく

ださい。また、日常生活や学校生活においてお困りの点などがあった場合も、学校で

ご相談を承ります。

なお、申出いただいた内容については、学校教育活動において児童生徒に必要か、

実施可能か、過度の負担ではないか等について校内で十分に検討の上、本人・保護者

の同意を得て決定するとともに、個別の教育支援計画に明記し、関係機関との連携及

び引き継ぎ等に活用させていただく予定です。

<きりとり>

学校における合理的配慮の提供に係る具体的な内容の申出

以下のとおり、学校による合理的配慮の提供内容について申出いたします。

生徒氏名 保護者氏名 印

具体的な申出内容

※４月１０日（金）までに中学校の学級担任の先生に提出願います。
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（保護者資料） 「合理的配慮の提供について」

１ 障害者差別解消法とは

平成２５年６月１９日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障

害者差別解消法）」が制定されました。これにより、本法が施行される平成２８年

４月１日以降、地方公共団体（公立学校を含む）においては、障害者に対して、障

害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、合理的配慮の提供が法

的義務となります。

２ 合理的配慮とは

「合理的配慮」とは、障害のある子どもが他の子どもと平等に「教育を受ける権

利」を享有・行使することを確保するために、

①学校の設置者や学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと

②障害のある子ども一人一人の状況に応じて、個別に必要とされるもの

③体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの

とされています。

３ 学校における合理的配慮例

（参考）学校における合理的配慮の例

視覚障害(弱視)のＡさん
【状態】矯正視力が0.1で、明るすぎるとま
ぶしさを感じる。黒板に近づけば文字は読
める。
〇廊下側の前方の座席
〇教室の照度調整のためにカーテンを活用
〇弱視レンズの活用

学習障害（ＬＤ）のＣさん
【状態】書くことが苦手で、特に

ノートテイクが難しい。
〇板書計画を印刷して配布
〇デジタルカメラ等※による板書撮影
〇ＩＣレコーダー等※による授業中の教員の
説明等の録音
（※データの管理方法等について留意）

肢体不自由のＢさん
【状態】両足にまひあり、車いす使用。
エレベーターの設置が困難。
〇教室を1階に配置
〇車いすの目線に合わせた掲示物等の配置
〇車いすで廊下を安全に移動するための段差の解消

聴覚障害（難聴）のＤさん
【状態】右耳は重度難聴。左耳は軽度難聴。
○教室前方・右手側の座席配置
（左耳の聴力を生かす）
○ＦＭ補聴器の利用
○口形をハッキリさせた形での会話

（座席をコの字型にし、他の児童の口元を見やすく
する等）

病弱のＥさん

【状態】病気のため、他の子どもと同じように運動す
ることができない。
○体育等の実技において、実施可能な課題を提供

知的障害のＦさん
【状態】知的障害があり、短期的な記憶
が困難。
○話し言葉による要点を簡潔な文字
にして標記することにより、記憶を補助
する。

(文科省資料一部改変)


